
島本町 訪 問型 サ ービスＡ の事 業 の人員、 設備 及 び運営に関

する基準 を定め る 規則  

平成２９ 年  ３  月１４日  

規則第１ ０号  

（趣旨）  

第１ 条  この 規 則は、介 護保険 法 （平成 ９ 年法 律第 １２ ３ 号。 以

下 「 法 」 と い う 。） 第 １ １ ５ 条 の ４ ５ 第 １ 項 第 １ 号 イ に 規 定 す

る 第１号 訪問事 業 のうち 訪問型 サービス Ａ の事 業（第５ 条第 ５

項 及 び 第 ７ 条 第 ２ 項 を 除 き 、 以 下 「 事 業 」 と い う 。） の 人 員 、

設備及び 運営に 関する基 準につ いて定め るもの とする。  

（定義）  

第２ 条  この規 則におい て使用 する用語 は、法 及び介護 保険法 施

行規則（ 平成１ １年厚生 省令第 ３６号） におい て使用す る用 語

の例によ る。  

２  この 規則 に おいて 「 訪問型 サービス Ａ 」と は、介護 保険法 施

行規則等 の一部 を改正す る省令 （平成２ ７年厚 生労働省 令第 ４

号）附則 第２条 第３号の 規定に よりなお その効 力を有す るも の

とされた 指定介 護予防サ ービス 等の事業 の人員 、設備及 び運 営

並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果

的な支援 の方法 に関する 基準（ 平成１８ 年厚生 労働省令 第３ ５

号）に定 め る介 護予防訪 問介護 に 関する 基準を 緩和した 基準 に

より実施 するサ ービスを いう。  

（事業の 一般原 則）  



第３ 条  事業 を 行う 者（ 次項を 除 き 、以下「事 業 者 」という。）は 、

訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。） の

意思及び 人格を 尊重して 、常に 利用者の 立場に 立ったサ ービ ス

の提供に 努めな ければな らない 。  

２  事業 を行う 者 は、事 業を運 営するに 当たっ ては、地 域との 結

び 付きを 重視し 、 町、他 の事業 者その他 の保健 医療サー ビス 及

び 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な

い。  

（基本方 針）  

第４条  事業は 、 その利 用者が 可能な限 りその 居宅にお いて、 自

立した日 常生活 を営むこ と がで きるよう 、その 状態等を 踏ま え

ながら日 常生活 に必要な 生活支 援等 を行 うこと によ り、 利用 者

の心身機 能の維 持回復を 図り、 もって利 用者の 生活機能 の維 持

又は向上 を目指 すもので なけれ ばならな い。  

（従事者 の員数 ）  

第５条  事業者 が事業を 行う事 業所 （第 ５項、 次条及び 第７条 第

２ 項 を 除 き 、 以 下 「 事 業 所 」 と い う 。） ご と に 置 く べ き 従 事 者

（訪問型 サービ スＡの提 供に当 たる介護 福祉士 、 介護保 険法 施

行令（平 成１０ 年政令第 ４１２ 号）第３ 条第１ 項に規定 する 者

及び町長 が指定 する研修 受講者 をいう 。以 下同じ 。）の 員数は 、

当 該 事 業 所 に お い て 事 業 を 適 切 に 行 う た め に 必 要 と 認 め ら れ

る数とす る。  

２  事業 者は、 事業所ご とに、 従事者の うち、 利用者の 数に応 じ



必 要 と 認 め ら れ る 数 の 者 を 訪 問 事 業 責 任 者 と し な け れ ば な ら

ない。  

３  前項 の利用 者の数は 、直近 ３ か月間の 平均値 とする。ただし 、

新規に指 定を受 ける場合 は、推 定の数 と する。  

４  訪問 事業責 任者は 、 従事者 であって 、訪問 型サービ スＡに 従

事するも のをも って充て なけれ ばならな い。た だし、利 用者 に

対する訪 問型サ ービスＡ の提供 に支障が ない場 合は、同 一敷 地

内にある 指定定 期巡回・ 随時対 応型訪問 介護看 護事業所 （指 定

地域密着 型サー ビスの事 業の人 員、設備 及び運 営に関す る基 準

（平成１ ８年厚 生労働省 令第 ３ ４号 ）第 ３条 の ４第１項 に規 定

す る 指 定 定 期 巡 回 ・ 随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 を い う 。）

又は指定 夜間対 応型訪問 介護事 業所（ 同 令第６ 条第１項 に規 定

す る 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 を い う 。） に 従 事 す る こ と

ができる 。  

５  事業 者が指 定訪問介 護事業 者（指定 居宅サ ービス等 の事業 の

人員、設 備及び 運営に関 する基 準（平成 １１年 厚生省令 第３ ７

号。以下 この項 及び第７ 条第２ 項におい て 「指 定居宅サ ービ ス

等 基 準 」 と い う 。） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 介 護 事 業

者をいう 。 第７ 条第２項 におい て 同じ。）、指定 介護予防 訪問 介

護事業者 （介護 保険法施 行規則 等の 一部 を改正 する省令 第５ 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、

設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防

のための 効果的 な支援の 方法に 関する基 準（ 以 下この項 及び 第



７ 条 第 ２ 項 に お い て 「 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い

う 。） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 訪 問 介 護 事 業 者 を

い う 。 第 ７ 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。） 又 は 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ

ス事業者 （島本 町訪問介 護相当 サービス 及び 通 所介護相 当サ ー

ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 規 則

（平成２ ９年島 本町規則 第 ８ 号 。以下こ の項及 び第 ７条 第２ 項

に お い て 「 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス 等 基 準 規 則 」 と い う 。） 第 １

条に規定 する訪 問介護相 当サー ビス （以 下この 項におい て「 訪

問介護相 当サー ビス」と いう。） の事業を 行う 者 をいう。）の指

定を併せ て受け 、かつ、 訪問型 サービス Ａの事 業と 指定 訪問 介

護 （指定 居宅サ ービス等 基準第 ４条に規 定する 指定訪問 介護 を

いう。第７ 条第２ 項におい て同じ 。）、指定介護 予防 訪問介護（ 旧

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 ４ 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防

訪 問 介 護 を い う 。 第 ７ 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。） 又 は 訪 問 介 護

相当サー ビス （ 訪問介護 相当サ ービス等 基準規 則 第１条 に規 定

す る 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス を い う 。） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所

において 一体的 に運営さ れてい る場合に ついて は、 それ ぞれ 指

定居宅サ ービス 等基準第 ５条第 １項から 第５項 まで 、旧 指定 介

護予防サ ービス 等基準第 ５条第 １項から 第 ５ 項 まで、又 は訪 問

介 護 相 当 サ ー ビ ス 等 基 準 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 人 員 に

関する基 準 を満 たすこと をもっ て、前 ４ 項に規 定する基 準を 満

たしてい るもの とみなす ことが できる。  

（管理者 ）  



第６ 条  事業者 は、 事業 を行う 事業所ご とに専 らその職 務に従 事

する管理 者を置 かなけれ ばなら ない。た だし、 当該事業 所の 管

理上支障 がない 場合は、 当該事 業所の他 の職務 に従事し 、又 は

同一敷地 内にあ る他の事 業所、 施設等の 職務に 従事する こと が

できるも のとす る。  

（設備及 び 備品 等）  

第７ 条  事業所 には、事 業 の運 営を行う ために 必要な広 さを有 す

る専用の 区画を 設けるほ か、 訪 問型サー ビスＡ の提供に 必要 な

設備及び 備品等 を備えな ければ ならない 。  

２  事業 者が指 定訪問介 護事業 者 、指定 介護予 防訪問介 護事業 者

又 は 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、

訪問型サ ービス Ａ の事業 と指定 訪問介護 、指定 介護予防 訪問 介

護 又 は 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い

て一体的 に運営 されてい る場合 について は、 そ れぞれ 指 定居 宅

サービス 等基準 第 ７条第 １項 、 旧指定介 護予防 サービス 等基 準

第 ７条第 １ 項、 又は訪問 介護相 当サービ ス等基 準規則 第 ２条 第

１項に規 定する 設備に関 する基 準を満た すこと をもって 、前 項

に規定す る基準 を満たし ている ものとみ なすこ とができ る。  

（個別計 画の作 成）  

第８ 条  訪問事 業責任者 は、必 要に応じ て、利 用者の日 常生活 全

般の状況 及び希 望を踏ま えて、 訪問型サ ービス Ａの目標 、当 該

目標を達 成する ための具 体的な サービス の内容 、 当該サ ービ ス

の 提 供 を 行 う 期 間 等 を 記 載 し た 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 個 別 計 画 を



作成する ものと する。  

（同居家 族に対 するサー ビスの 提供の禁 止）  

第９ 条  事業者 は、従事 者に、 その同居 の家族 である利 用者に 対

する訪問 型サー ビスＡの 提供を させては ならな い。  

（内容及 び手続 の説明 及 び同意 ）  

第１ ０条  事業 者は、訪 問型サ ービスＡ の提供 の開始に 際し、 あ

らかじめ 、利用 申込者又 はその 家族に対 し、次 条に規定 する 重

要事項に 関する 規程の概 要、従 事者の勤 務の体 制その他 の利 用

申 込 者 の サ ー ビ ス の 選 択 に 資 す る と 認 め ら れ る 重 要 事 項 を 記

した文書 を交付 して説明 を行い 、当該提 供の開 始につい て利 用

申込者の 同意を 得なけれ ばなら ない。  

（ 運営規 程）  

第１１条  事業 者は、事 業所ご とに、次 に掲げ る事業の 運営に つ

い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。 

⑴  事業 の目的 及び運営 の方 針  

⑵  従事 者 の職 種、員数 及び職 務の内容  

⑶  営業 日及び 営業時間  

⑷  訪問 型サー ビスＡの 内容及 び利用料 その他 の費用の 額  

⑸  通常 の事業 の実施地 域  

⑹  緊急 時等に おける対 応方法  

⑺  その 他事業 の運営に 関 する 重要事項  

（受給資 格等の 確認）  

第１２条  事業 者は、訪 問型サ ービスＡ の提供 を求めら れた場 合



は、その 者の提 示する被 保険者 証 （法第 １２条 第３項の 被保 険

者 証 を い う 。） に よ っ て 、 被 保 険 者 資 格 、 要 支 援 認 定 又 は 事 業

対 象 者 該 当 の 有 無 及 び 要 支 援 認 定 の 有 効 期 間 を 確 か め る も の

とする。  

（サービ スの提 供の記録 ）  

第１３条  事業 者は、 訪 問型サ ービスＡ を提供 した際に は、当 該

訪 問型 サ ー ビ ス Ａ の提 供 日 及 び 内 容 そ の 他 必 要 な 事項 を 、 利 用

者 の介 護 予 防 サ ー ビス 計 画 （ 法 第 ８条 の ２ 第 １ ６ 項 に 規 定 する

介護予防 サービ ス計画を いう。）を記載し た書面 又はこれ に準ず

る書面に 記載し なければ ならな い。  

２  事業 者は、 訪問型サ ービス Ａ を提供 した際 には、提 供した 具

体的なサ ービス の内容等 を記録 するとと もに、 利用者か らの 申

出があっ た場合 には、文 書の交 付その他 適切な 方法によ り、 そ

の情報を 利用者 に対して 提供し なければ ならな い。  

（利用料 の受領 ）  

第１ ４条  事業 者は、 訪 問型サ ービスＡ を提供 した際に は、そ の

利用者か ら利用 料の一部 として 、当該 訪 問型サ ービスＡ に係 る

第１号事 業 支給 費用基準 額 （島 本町介護 予防・ 日常生活 支援 総

合 事 業 規 則 （ 平 成 ２ ９ 年 島 本 町 規 則 第 ６ 号 ） 第 ８ 条 の 介 護 予

防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 に 係 る 事 業 費 を い う 。） か ら 当 該 事

業者に支 払われ る第１号 事業支 給費 （法 第１１ ５条の４ ５の ３

第 １ 項 の 第 １ 号 事 業 支 給 費 を い う 。） の 額 を 控 除 し て 得 た 額 の

支払を受 けるも のとする 。  



（利用者 に関す る町への 通知）  

第１５条  事業 者は、 訪 問型サ ービスＡ を受け ている利 用者が 次

の各号の いずれ かに該当 する場 合は、遅 滞なく 、意見を 付し て

その旨を 町に通 知しなけ ればな らない。  

⑴  正 当 な 理 由 な し に 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 利 用 に 関 す る 指 示

に従わな いこと により、 支援の 状態の程 度を増 進させた と認

められる とき又 は要介護 状態に なったと 認めら れるとき 。  

⑵  偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ っ て 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ の 提 供

を受け、 又は受 けようと したと き。  

（衛生管 理等）  

第１ ６条  事業 者は、従 事者の 清 潔の保持 及び健 康状態に ついて 、

必要な管 理を行 わなけれ ばなら ない。  

２  事業 者は、 事業所の 設備及 び備品等 につい て、衛生 的な管 理

に努めな ければ ならない 。  

（秘密保 持等）  

第１ ７条  事業 所の 従事 者 は、 正当な理 由なく 、その業 務上知 り

得た利用 者又は その家族 の秘密 を漏らし てはな らない。  

２  事業 者は、 当該事業 所の 従 事者 であ った者 が、正当 な理由 な

く、その 業務上 知り得た 利用者 又はその 家族の 秘密を漏 らす こ

とがない よう、 必要な措 置を講 じなけれ ばなら ない。  

３  事業 者は、 サービス 担当者 会議（指 定介護 予 防支援 等の事 業

の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の

ための効 果的な 支援の方 法に関 する基準 （平成 １８年厚 生労 働



省令第３ ７ 号） 第 ３０条 第９ 号 に規定す るサー ビス担当 者会 議

を い う 。） 等 に お い て 、 利 用 者 の 個 人 情 報 を 用 い る 場 合 は 当 該

利用者の 同意を 、利用者 の家族 の個人情 報を用 いる場合 は当 該

家族の同 意を、 あらかじ め文書 により得 ておか なければ なら な

い。  

（苦情へ の対応 ）  

第１ ８条  事業 者は、提 供した 訪問型サ ービス Ａ に係る 利用者 及

びその家 族から の苦情に 迅速か つ適切に 対応す るために 、苦 情

を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な

ければな らない 。  

２  事業 者は、 前項の苦 情を受 け付けた 場合に は、当該 苦情の 内

容等を記 録しな ければな らない 。  

３  事業 者は、 提供した 訪問型 サービス Ａ に関 し、法第 １１５ 条

の ４ ５ の ７ の 規 定 に よ り 町 が 行 う 文 書 そ の 他 の 物 件 の 提 出 若

し く は 提 示 の 求 め 又 は 町 の 職 員 か ら の 質 問 若 し く は 照 会 に 応

じ、及び 利用者 からの苦 情に関 して 町が 行う調 査に協力 する と

ともに、 町 から 指導又は 助言を 受けた場 合にお いては、 当該 指

導又は助 言に従 って必要 な改善 を行わな ければ ならない 。  

４  事業 者は、 町からの 求めが あった場 合には 、 前項の 改善の 内

容を町に 報告し なければ ならな い。  

５  事業 者は、 提供した 訪問型 サービス Ａ に係 る利用者 からの 苦

情に関し て国民 健康保険 団体連 合会（国 民健康 保険法（ 昭和 ３

３ 年法律 第 １９ ２ 号）第 ４５ 条 第５項に 規定す る国民健 康保 険



団 体 連 合 会 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。） が 行

う法第１ ７６ 条 第１項第 ３号の 調査に協 力する とともに 、国 民

健 康 保 険 団 体 連 合 会 か ら 同 号 の 指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 に

おいては 、当該 指導又は 助言に 従って必 要な改 善を行わ なけ れ

ばならな い。  

６  事業 者は、 国民健康 保険団 体連合会 から の 求めがあ った場 合

には、前 項の改 善の内容 を国民 健康保険 団体連 合会に報 告し な

ければな らない 。  

７  前２ 項の規 定は、島 本町介 護予防・ 日常生 活支援総 合事業 に

おける第 １号事 業を行う 者の指 定等に関 する規 則（ 平成 ２９ 年

島本町規 則第 ７ 号）の規 定によ り 第１号 事業者 として指 定を 受

けた事業 者 につ いて適用 する。  

（事故発 生時の 対応）  

第１９条  事業 者は、利 用者に 対する 訪 問型サ ービスＡ の提供 に

より事故 が発生 した場合 は、 町 、当該利 用者の 家族、当 該利 用

者に係る 介護予 防支援 （ 法第８ 条の２第 １６項 ） 又は介 護予 防

ケアマネ ジメン ト （法第 １１５ 条の４５ 第１項 第１ 号ニ に規 定

する第１ 号介護 予防支援 事業を いう。第 ２１条 第２項に おい て

同じ。） を行う 地 域包括支 援セン ター等に 連絡を 行うとと もに、

必要な措 置を講 じなけれ ばなら ない。  

２  事業 者は、 前項の事 故の状 況及び事 故に際 して 採っ た 処置 に

ついて記 録しな ければな らない 。  

３  事業 者は、 利用者に 対する 訪問型サ ービス Ａ の提供 により 賠



償すべき 事故が 発生した 場合は 、損害賠 償を速 やかに行 わな け

ればなら ない。  

（記録の 整備）  

第２ ０条  事業 者は、 従 事者 、 設備、備 品及び 会計に関 する 諸 記

録を整備 してお かなけれ ばなら ない。  

２  事業 者は、 利用者に 対する 訪問型サ ービス Ａの提供 に関す る

次に掲げ る記録 を整備し 、 提供 した日か ら５年 間 保存し なけ れ

ばならな い。  

⑴  訪問 型サー ビスＡ個 別計画  

⑵  第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 提 供 し た 具 体 的 な サ ー ビ ス の

内容等の 記録  

⑶  第１ ５ 条に 規定する 町への 通知に係 る記録  

⑷  第１ ８ 条第 ２項 に規 定する 苦情の内 容等の 記録  

⑸  前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し て 採 っ

た処置に ついて の記録  

（事業の 廃止又 は休止の 届出及 び便宜の 提供）  

第２ １条  事業 者は、 当 該事業 を廃止し 、又は 休止しよ うとす る

ときは、 その廃 止又は休 止の日 の １か月 前まで に、次に 掲げ る

事項を町 長 に届 け出なけ ればな らない。  

⑴  事業 を 廃止 し、又は 休止し ようとす る年月 日  

⑵  事業 を 廃止 し、又は 休止し ようとす る理由  

⑶  現に 訪問型 サービス Ａ を受 けている 者に対 する措置  

⑷  事業 を 休止 しようと する場 合にあっ ては、 その休止 の予 定



期間  

２  事業 者は、 前項の規 定によ る事業の 廃止又 は休止の 届出を し

たときは 、当該 届出の日 の前 １ か月以内 に当該 訪問型サ ービ ス

Ａ を受け ていた 者であっ て、当 該事業の 廃止又 は休止の 日以 後

に お い て も 引 き 続 き 当 該 訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ に 相 当 す る サ ー ビ

スの提供 を希望 する者に 対し、 必要な訪 問型サ ービス が 継続 的

に提供さ れるよ う、介護 予防ケ アマネジ メント を行う地 域包 括

支援セン ター、 他の 訪問 型サー ビス 事業 者その 他の関係 者と の

連絡調整 その他 の便宜の 提供を 行わなけ ればな らない。  

（ その他 ）  

第２ ２条  この 規則に定 めるも ののほか 、 事業 の人員、 設備及 び

運営に関 する 基 準に 関し 必要な 事項は、 町長 が 別に定め る。  

附  則  

この規則 は、 平 成２９年 ４月１ 日から施 行する 。  


